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「内部統制の基本方針（業務の適正を確保するための体制）」の 

一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、2026年２月10日開催の取締役会において、「内部統制の基本方針（業務の適正を確保する

ための体制）」の一部改定を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

１．改定の理由 

昨今、サステナビリティ情報の開示やサイバーセキュリティ対策の重要性が、企業経営における

喫緊かつ極めて重要なテーマとして浮上しております。 当社取締役会においても、これらの重要課

題に対し迅速かつ適切に対応し、実効性のあるガバナンス体制を構築し続けるため、今般、本基本

方針の改定を行いました。今回の改定により、リスク管理体制等を強化するとともに、当社の持続

的な成長と社会的責任の遂行を目指す姿勢をより明確にしてまいります。 
 

２．改定の概要 

（1）リスク管理体制の明確化 

近年のリスク環境の変化を踏まえ、サイバーセキュリティリスクやシステム障害等への対応体

制を明記いたしました。 
 

（2）運用状況の開示充実 

今後は、事業報告等において、サステナビリティへの取り組み、および事業継続に向けた取り

組み等の運用状況に関する開示を拡充・明確化してまいります。 
 

３．改定後の基本方針 

別紙のとおりです。 

 

以 上 

 

  



 

業務の適正を確保するための体制 

 
 

（業務の適正を確保するための体制） 

   取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するた

めの体制について、取締役会において決議した内容は以下の通りであります。（最終改定：2026 年 2 月 10 日） 

 
 （1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
 

①当社及び当社の子会社（以下、当企業集団という）全体の企業行動憲章を作成し、取締役及び使用人全員への浸透を図

る。 

②リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、同委員会において、コンプライアンスの実践状況等に関する事項等を

協議、決定する。 

③各部門にコンプライアンス責任担当者を配置し、宅地建物取引業法、建設業法、その他法令に係るコンプライアンス活

動を推進する。 

 
 （2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

①法令・定款及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存、管理を行う。 

②必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、取締役または監査役の要請に応えて、速やかに閲覧提供でき

る体制を整える。 

 
 （3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

①代表取締役社長を委員長とし、取締役及び監査役他、その他の必要な人員を構成員とするリスク・コンプライアンス推

進委員会を設置し、コンプライアンス、環境、災害、品質管理など、必要に応じてリスク管理の整備・運用上の有効性

の評価を行い、問題がある場合には、それぞれの対応部門へ規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作

成・配布の実施等の是正勧告を行う。 

②サイバーセキュリティリスクやシステム障害等の情報システムに関するリスクに対応するため、関連する規程類を整備

し、情報資産の保護、インシデント発生時の迅速な復旧と事業継続を図るための体制を構築する。 

③新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は代表取締役社長から全社に示達するとともに、速やかに対応責任者

となる取締役を定める。 

   
 （4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

 取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等を定

めるとともに、合理的な経営方針の策定、全社的な重要事項について検討・決定する部門長会議等の有効な活用、各部門間

の有効な連携の確保のための制度の整備、運用、取締役に対する必要かつ効果的な研修の実施等を行う。 

 
 （5）当企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 

①当企業集団全体に影響を及ぼす重要な事項については、会議の開催による多面的な検討を経て慎重に決定する仕組みを

設ける。 

②社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不当要求に対しては断固

拒否する方針とする。また、それぞれの対応部門で不当要求防止責任者を配置し、大阪府企業防衛連合協議会及び大阪

府暴力追放推進センターに参画して関連情報を収集するとともに、弁護士や所轄警察署などの外部専門機関との連携を

強化し、組織全体で毅然とした姿勢で対応する。 

③当企業集団は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置

づけ、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係

わる内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行うものとする。 

 



 

 （6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
 

 取締役の指揮命令に服さない専属の者を配置する。 

 

 （7）（6）の使用人の取締役からの独立性に関する事項 
 

 専属の者の人事異動については、監査役は事前の報告を受け、必要な場合は理由を付して人事担当取締役に変更の申し入

れを行う。 

 

 （8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
 

 取締役及び使用人は、監査役から報告を求められた場合には、必要な報告を迅速に行うほか、次の事項を遅滞なく報告す

るものとする。なお、監査役会への報告は常勤の監査役への報告をもって行い、その報告を行った取締役及び使用人が当該

報告を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨の周知徹底を行う。 

1．部門長会議で審議・報告された案件。 

2．内部監査室が実施した内部監査の結果。 

3．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき。 

 
 （9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

①内部監査室、秘書室、法務部、人事室、総務部、経営企画部、システム室、財務部、IR 室所属の使用人が補助する。 

②特に内部監査室は、監査役との緊密な連携を保ち、相互に補完する関係を構築する。 

③監査役が職務を執行する上で必要となる費用について会社に請求を行った場合は、監査の職務の執行に必要でないと明

らかに認められるときを除き、会社は速やかに支払う。 

 


